
 野田市に定住する若者の

 奨学金の を支援します

 支給申請した年の前年における

 奨学金返還額の７０％

  上限額１２万円／年

   累計６０万円まで

支援金額

 

 最長 ６０か月

　　（５年間分）

 

支援対象期間

・独立行政法人 日本学生支援機構 第１種奨学金

・公益財団法人 交通遺児育英会 貸与型奨学金

対象となる奨学金

次の全ての要件に該当する方

１ 支給申請日において、野田市に住民登録している方

２ 初めて支給申請した年の３月末時点で、３９歳以下の方

３ 大学、大学院、短期大学等を卒業した方

４ 初めて支援金を申請した時から、野田市に５年以上居住する意思を

  お持ちの方

５ 正規雇用されている又は自ら事業を営んでいる方

６ 市税を滞納していない方

７ 他の奨学金返還支援制度を利用していない方

８ 奨学金の返還を滞納していない方

支給対象者

提出・問合せ先 野田市 企画財政部 企画調整課 企画調整係
〒２７８－８５５０ 野田市鶴奉７番地の１
電話：０４－７１９７－５７６７
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申 請 の 手 続
★奨学金返還支援金の支給には、申請が必要です。

 次の書類を、野田市役所 企画調整課に持参又は郵送により、提出し
てください。

１ 野田市奨学金返還支援金支給申請書

２ 野田市奨学金返還支援金の申請に係る就労証明書

３ 大学等を卒業したことを確認できる書類

４ 奨学金の貸与を受けていることを確認できる書類

      （契約書の写し等）

５ 申請前年の１月から12月までの奨学金の返還額を確認できる書類

６ 市税に関する納税証明書

  （市職員による公簿確認に同意いただけない方、または

   申請年の１月１日時点で野田市在住でない方のみ）

７ 税務署に提出した個人事業の開業届出書の写し

      （自営業の方のみ）

※ 申請に必要な様式については、後日市ホームページに掲載予定です。

【申請受付期間】

  令和８年２月２日（月）～２月２７日（金）

例 令和７年３月 県外の大学卒業後、４月に野田市に居住

  奨学金の借用総額：３，２４０，０００円

  返還期間：１５年（返還月額１８，０００円） 

  ※大学卒業後、６か月後（令和７年１０月）からの返還

返還支援 の イメージ

                単位：円

 
R7

（助成開始）
R8 R9 R10 R11

R12
（助成終了）

R13～22 合計

返還額 54,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 2,106,000 3,240,000 

支援金額
37,800 120,000 120,000 120,000 120,000 82,200   600,000 

（3か月分） （12か月分） （12か月分） （12か月分） （12か月分） （9か月分）    


